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山形県後期高齢者医療広域連合
「広域連合」は、後期高齢者医療制度を運営するために

県内全市町村によりつくられた組織です。

各種健（検）診を受けましょう

健康診査（健診）

歯周疾患検診

　毎日を健康でいきいきと過ごすためには、生活習慣の改善
や病気を早期発見し、重症化を防ぐことが大切です。自分の
健康状態を定期的に確認し、体調の推移を知るためにも、健
康診査を受診しましょう。

●対　象　者：加入者全員（老人ホーム入所者等は対象外）
●料　　　金：無料（年１回）
●受 診 方 法：お住まいの市町村によって異なります。
　　　　　　　詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせ

ください。
●脳ドック等の助成：広域連合では助成をしておりません。

市町村が独自に助成をしている場合があります
ので、お住まいの市町村窓口へお問い合わせく
ださい。

　健（検）診を受診することは医療費の適正化に繋がり、保険
料の上昇も抑制されます。

　お口の中を健康に保ち、いつまでも食べる楽しみを持ち続
けていただくため、お口の中の検診事業を行っています。
●対　象　者：令和５年度中に75歳になられた方
　　　　　　（昭和23年４月１日から昭和24年３月31日までに生まれた方）
●料　　　金：無料（年１回）
　　　　　　　（検査の結果、治療となった場合は、自己負担が発生します）
●受 診 方 法：対象者には広域連合から受診券が届きます。案

内にそって受診してください。
●お問い合わせ：広域連合へ

歯の疾患が全身に及ぼす影響
　歯周病やむし歯になると、口の中に細
菌が増えてきます。この状態を放ってお
くと細菌が血管に入って全身に広がり、
いろいろな病気を引き起こしたり、糖尿
病や心疾患などの生活習慣病を悪化させ
たりすることがあります。
　また、痛みがあったり歯がなかったり
すると、食べ物をよく噛まずに飲み込ん
でしまうため、胃腸に負担がかかり消化
器系の病気を引き起こすこともあります。

ご不明な点がございましたら、お住まいの市町村窓口または山形県
後期高齢者医療広域連合へお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先 お住まいの市町村窓口または
山形県後期高齢者医療広域連合
〒991-0041 寒河江市大字寒河江字久保６番地
電話 0237-84-7100
http://ｗｗｗ.yamagata-kouiki.jp/
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交通事故等にあったとき

特殊詐欺にご注意ください

　交通事故等により第三者（加害者）から傷害を受けた場合、加
害者が医療費を負担するのが原則ですが、届出をすると保険証を
使用して医療機関を受診することができます。
　詳しくはお住まいの市町村窓口へお問い合わせください。

≪届出が必要となる事故の例≫
●自動車、自転車等による交通事故（自損事故も含む）
●飼い犬に咬まれたことによる怪我、けんかによる怪我
●飲食店等で発生した食中毒等

架空料金請求詐欺の事例
① 未納料金請求のメールを受信

②パソコンの画面にウイルス感染の
　警告が表示

→メールに記載の電話番号に電話を
かけたら、未納料金を電子マネー
で支払うように要求された

→画面に表示された電話番号に電話
をかけたら、サポート料金を電子マ
ネーで支払うように要求された

＃9110 または023（642）9110警察相談専用窓口

被害防止のポイント
●身に覚えのないメールや電話は無視！（自分から電話をかけない）
●「電子マネーで支払え（番号を教えて）」は詐欺！
●電話でお金や電子マネーの話が出たら家族や警察に相談!
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公的年金等収入額
330万円未満

330万円以上　410万円未満
410万円以上　770万円未満
770万円以上1,000万円未満

1,000万円以上

110万円（収入が110万円未満の場合は所得金額が0円になります。）
公的年金収入額×0.25+　27万5千円
公的年金収入額×0.15+　68万5千円
公的年金収入額×0.05+ 145万5千円

195万5千円

公的年金等控除額

■後期高齢者医療制度の財源

※保険給付費は医療給付費のほか葬祭費、審査支払手数料を
含んでいます。

保険給付費規模
約1,613億円
（令和６年度当初予算）

被保険者数
約19万人

（令和６年度見込み）

47,600円
58万円
以下の方 ×8.68％ ×9.43％58万円

を超える方

100円未満は
切り捨てます。

（上限額）

・令和5年度末時点で後期高齢者医療の被保険者だった方・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 年73万円
・令和6年度に障害認定を受け、後期高齢者医療に加入される方・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 年73万円
・令和6年度に75歳に到達し、新たに後期高齢者医療に加入される方・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 年80万円

賦課限度額



軽減割合 軽減後の金額 同一世帯内の加入者全員および世帯主の合計の所得金額

｛43万円+10万円×（給与所得者等の数－1）※2｝以下

｛43万円+（加入者数×29.5万円）+10万円×（給与所得者等の数－1）※2｝以下

｛43万円+（加入者数×54.5万円）+10万円×（給与所得者等の数－1）※2｝以下

7割軽減

5割軽減

2割軽減

※1　上記の金額は100円未満を切り捨てる前の金額
※2　下線部は給与所得者等が２人以上の場合に計算します。給与所得者等とは、同一世帯内の加入者および世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金等の収入が
　　  60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。

9.43 63,181

63,181 86,900

29.5 102

年金所得金額の計算方法

〈軽減を判定する際の注意事項〉
①均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者全員および世帯主の所得金額の合計額で判定されます。
②判定対象者に未申告者がいる場合は判定できませんので、軽減されません。
③軽減判定の基準日は毎年４月１日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。
　（県内で転入・転出があった場合、資格取得日の変更はないので、軽減判定の変更は行いません。）
　例）４月１日A市在住で７月１日にB市に住所を移した場合、A市での世帯状況で判定。
④均等割額軽減判定時の年金所得金額計算方法
　年金所得金額－高齢者特別控除額（15万円）＝軽減判定時の年金所得金額
⑤専従者給与を支払っている場合は、支払っている金額も判定の対象になります。
　（専従者給与を受け取っている場合、給与所得は判定の対象にはなりません。）
⑥譲渡所得に特別控除がある場合、所得割額計算の際は特別控除後になりますが、軽減判定の際は特別控除前の金額で判定されます。
⑦繰越純損失額および繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定の控除対象となります。
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95 95
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23,800

23,800
23,800 23,800

23,800円※1

14,280円※1

38,080円※1

制度加入直前にサラリーマンの被扶養者だった方には、急な負担増を和らげるために、加入時から2年間、次の特別措置があります。

保険料の通知書が届いた際、軽減されていない場合は市町村窓口に申出ください。※国民健康保険から移行した方は対象になりません。

②均等割額は５割軽減になります。
※前年の所得により、上段の表の7割軽減に該当する場合があります。

①所得割額の負担はありません。
※加入時から2年が経過しても所得割額の負担はありません。

サラリーマンの被扶養者だった方への特別措置

令和６年度の保険料

23,800



口座振替をおすすめします！
保険料は納め忘れのない、安全・
安心な口座振替をおすすめします。
納付の手間も省け、一度手続きを
されますと自動的に継続されます。
口座振替を希望される方は、お住
まいの市町村窓口へご相談ください。

■保険料を滞納すると

■納付のご相談について

事前に市町村窓口へお問い合わせください。

市町村窓口へご相談ください。

保険料の納め方

普通徴収の納期　　　市町村ごとに納期が
異なります。詳しくは市町村窓口へお問い合
わせください。

　保険料は、原則として特別徴収（年金からの差し引き）でお支払いただきます。ただし、
対象となる年の年金受給額が18万円未満の方や、介護保険料と合わせて保険料が年金の
２分の１を超える方は、納付書または口座振替でお支払いただきます。

年金受給額 年金受給額

。

令和６年12月２日から現行の保険証は発行されなくなります。
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